
９月３０日
(月)まで

１０月１日
(火)以降

使用料

・令和元年１０月１日(火)からの消費税増税(８％
→１０％)に伴い、千本プラザ各部屋の使用料を
裏面のとおり改定(増額)します

・改定後の使用料は、同日以降の予約から適用し
ます(使用日ではなく予約日を基準とします)

千本プラザ ご利用の皆様へ

使用料の改定(増額)について

お問い合わせ
千本プラザ 055-962-3313 沼津市長寿福祉課 055-934-4834

令和元年８月

予約 使用 現行料金

予約 使用

予約 使用

※予約可能日
音楽ホール・多目的ホール ⇒使用日の１年前から１か月前まで
その他の会議室や軽運動室等 ⇒使用日の６か月前から７日前まで

現行料金

改定(増額)
後の料金



令和元年８月

千本プラザ使用料の改定(増額)
各部屋の使用料一覧表

＜時間帯の区分＞
午前：午前９時から正午まで
午後：午後１時から午後４時３０分まで
夜間：午後５時３０分から午後９時まで

＜特殊な使用料＞
連続使用：各時間帯の使用料の合計額
延長使用：３０分ごとに使用料の１００分の１５を加算

(３０未満の端数は、１５分以上をもって３０分とみなします)
商業使用：入場料、使用目的に応じて加算

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

大会議室 3,600円 4,110円 5,140円 3,660円 4,190円 5,230円

中会議室 2,050円 2,570円 3,080円 2,090円 2,610円 3,140円

小会議室 1,540円 2,050円 2,570円 1,570円 2,090円 2,610円

軽運動室 1,020円 1,540円 2,050円 1,040円 1,570円 2,090円

陶芸室 2,050円 2,570円 3,080円 2,090円 2,610円 3,140円

図画工作室 2,050円 2,570円 3,080円 2,090円 2,610円 3,140円

平日 10,280円 12,340円 15,420円 10,470円 12,570円 15,710円

土日休日 12,340円 15,420円 20,570円 12,570円 15,710円 20,950円

ピアノ(１回)

スタジオ 2,050円 2,570円 3,080円 2,090円 2,610円 3,140円

多目的ホール(全日使用)

集会室 6,170円 6,280円

教養娯楽室(和室) 2,050円 2,090円

教養娯楽室(洋室１) 2,050円 2,090円

教養娯楽室(洋室２) 2,050円 2,090円

駐車場使用料(２時間超)

区分
使用日の

曜日等

現在(９月30日まで予約分) 10月１日以降予約分

100円/時 100円/時(変更なし)

音楽ホール

15,420円 15,710円

5,140円 5,230円


